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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

阪急航空株式会社所属セスナ式１７２Ｅ型ＪＡ３２０９は、昭和５７年３月８日、取材飛行中、

１４時２７分ごろ奈良県宇陀郡榛原町比布３２０の宇陀カントリークラプゴルフ場に不時着した。

同機には、機長ほか乗客３名が搭乗しており、全員軽傷を負った。

同機は、大破したが火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

１．２．１　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、昭和５７年３月８日、運輸大臣より、事故発生の第一報を受けた。

同委員会により当該事故の調査を担当する者として、主管調査官が指名された。

１．２．２　調査の実施時期



昭和５７年３月９日～１０日　現場調査

昭和５７年４月９日　燃量計機能試験

１．２．３　原因関係者からの意見聴取

原因関係者として機長から昭和５７年９月１０日に意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ３２０９は、昭和５７年３月８日、取材飛行のため、八尾空港から各経由地を経て八尾空港 

に帰投する予定であった。

整備記録によれば、同機は、整備士による飛行前点検及び試運転が実施され、異常は認めら 

れていない。

飛行計画によると、同機は、有視界飛行方式により、八尾空港から、京都、関ヶ原、小牧、 

長篠、浜松の順に飛行した後八尾空港に帰投する予定で、その間の飛行時間を４時間３０分、 

搭載燃料を５時間、代替空港を名古屋空港としていた。

同機は、機長及び乗客３名が搭乗し、１０時０５分ごろ離陸した。その後の飛行経路は、機長 

及び乗客の口述を総合すると、次のとおりである（付図参照）。

同機は、八尾空港を離陸後、京都、賤ヶ岳、姉川、関ヶ原、小牧、長久手、桶川、浜松、三 

方ヶ原、長篠、野田城の順に飛行し、各所上空で２～３回旋回を行って、取材のための写真撮 

影を行った。この間機体、エンジンとも異常はなかった。その後、機長は、乗客の希望で、伊 

勢神宮経由で八尾空港に帰投することとし、伊勢神宮に向かった。伊勢神宮の写真撮影を１３ 

時５５分ごろに終了し、機長は鈴鹿山脈を越えるため、少なくとも４０００フィート以上に上昇 

しながら、八尾空港に向かった。機長は、鈴鹿山脈を越えるころに燃量計を見ると、左燃量計 

はゼロ位置、右燃量計はほぼゼロ位置近くを指示していたので、燃料の枯渇を心配したが、適 

当な代替空港がなく、平地に向けた方が万一の場合に適当な不時着地が選定できると判断し、 

そのまま飛行を続行した。１４時１５分ごろ突然エンジン音が弱くなると同時に異常なエンジン音に 

変わり、プロペラが空転を始めたので、機長は、燃料切れと判断し、不時着の決心をした。

プライマーを使用してエンジンの不作動を防ぎながら、機長は、適当な不時着場所としてゴ 

ルフ場を選定し、八尾管制塔に当該不時着場所を無線で連絡した後、ゴルフ場の最も広く長い 

コースに向けて降下した。しかし、コース上に数人のプレヤーがいたので、機長は、危険と判



断して他のコースに向かって進入したが、エンジンが完全に不作動となり、プロペラが空転状態 

となった。機長は、正面に林が近づいてきたのでとっさに左急旋回を行い、隣のコースに向か

ったが、同機は、その途中で立木に右主翼を接触し、機体を１８０度回転させて接地し、機首 

方位約４５度でコース上に停止した。事故発生時問は、１４時２７分ごろであった。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

機長及び乗客３名が軽傷を負った。

２．３　航空機の損壊に関する情報

２．３．１　損壊の程度

大破

２．３．２　航空機各部の損壊の状況

胴体後部　屈曲

左主翼端　損壊

右主翼端　湾曲

前車輪　損壊

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員その他の関係者に関する情報

機長　男性（５４才）

事業用操縦士技能証明書　第１３１２号

取得年月日　昭和３８年４月３日

限定事項　飛行機陸上単発及び多発

第１種航空身体検査証明書　第１２３９１２４４号

有効期限　昭和５７年３月１９日

総飛行時間　７６０７時間４６分

同型式機飛行時間　７１００時間００分

最近３０日間の飛行時間　１８時間１０分



２．６　航空機に関する情報

２．６．１　航空機

型式　セスナ式１７２Ｅ型

製造番号　１７２５１２５１

製造年月日　昭和３９年１月３１日

耐空証明　第大５６‐０２０号

有効期限　昭和５７年４月１３日

総飛行時間　６５１６時　４７分

定時点検後飛行時間　昭和５０年４月４日１０００時間点検後５２４時間４７分

２．６．２　エンジン

型式　コンチネンタル式０‐３００‐Ｃ型

製造番号　３１５４０‐Ｄ‐３‐Ｃ

製造年月日　昭和３９年１月３１日

総使用時間　４２４７時間０１分

前回オーバホール後使用時間　昭和５６年７月３日実施後１５１時間４４分

２．６．３　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は２０５９ポンド、重心位置は４４インチと推算され、いずれも許 

容範囲（最大離陸重量２３００ポンド、重心範囲３８．５～４７．３インチ）内にあったものと認 

められる。

２．６．４　燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン８０／８７、潤滑油はＷ‐８０で、いずれも規格品であった。

２．７　気象に関する情報

事故現場の北西約３０キロメートルの八尾空港における１４時００分の気象観測値は、風向変 

動、風速５ノット、視程１０キロメートル以上、雲量１／８、積雲、雲高３５００フィート、気 

温９度Ｃ、ＱＮＨ３０．０２インチ／水銀柱であった。

２．８　事実を認定するための試験及び研究

２．８．１　燃量計システムの試験

事故機の燃量計発信器及び燃量計を同型式機の航空機に装備し、左右タンクの量を満載



状態から減少させた際の燃料の量と指示値の関係を計測したところ、次のとおりであった。

(1)　右燃量計システム

燃料の量（ガロン）　指示値

１９．５　Ｆ

１７　３／４

１４．５　１／２

９　１／４

１．５　Ｅ

(2)　左燃量計システム

燃料の量（ガロン） 指示値

１９．５　Ｆ

１４　３／４

８．５　１／２

６　１／４

１．５　Ｅ

左燃量計システムは、燃料の量に対し指示値がほぼ正常な変化を示したが、右燃量計シ 

ステムは、途中の指示が実際の燃料の量より低目を指示した。

２．９　その他必要な事項

２．９．１　同機の燃料タンクは、左右主翼内に各１個ずつ計２個が装備され、各タンクの容量 

は、いずれも１９．５ガロンであり、使用可能燃料は、各タンクとも１８ガロンである。

２．９．２　残骸調査時における同機の残燃料は、次のとおりであった。

左燃料タンク　０ガロン

右燃料タンク　０．５ガロン



２．９．３　同機は、前回の飛行（昭和５７年３月２日）後、八尾空港において燃料を４ガロン補 

給され、格納庫に格納されていた。事故当日、同機の燃料搭載量は、飛行前点検において、 

整備士により、最大搭載量（３９ガロン）であることが確認されている。

２．９．４　同機が不時着した時間は、同機の航空時計が事故時の衝撃により１４時２７分で停

止していることから、１４時２７分と推定され、離陸してから不時着までの飛行時間は、４ 

時間２２分と認められる。

２．９．５　同機の過去７カ月における飛行回数５０回の１時間当たりの燃料消費量の平均は８． 

１７ガロン／時、標準偏差は０．９６ガロン／時であった。

また、１時間当たりの平均燃料消費量から推算される燃料満載時の同機の平均航続可能  

時間は、４時間２４分であった。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　調査の結果並びに機長及び同乗者の口述から、ＪＡ３２０９は、事故発生まで機体及 

びエンジン等に異常がなかったものと推定される。

３．１．２　同機は燃料満載で離陸し、不時着後の残燃料が０．５ガロンであったことから、当該 

飛行における１時間当たりの燃料消費量は、８．８２ガロン／時となる。この値は、同機の過去７カ 

月における１時間当たりの平均燃料消費量８．１７ガロン／時より大きいが、標準偏差が０．９６ 

ガロン／時であるので、問題ないものと認められる。

３．１．３　同機の１時間当たりの燃料消費量が過去の平均値より大きいのは、同機の搭乗者が 

４名であり、かつ、写真撮影装置を搭載し、燃料満載であったため離陸重量がほぼ最大離 

陸重量に近い重量であったこと、各経由地で写真撮影のため上昇降下を行うとともに、鈴 

鹿山脈等の山脈を越えるため上昇したことによるものと推定される。

３．１．４　機長は、飛行中何度か燃量計を見てはいたが、通常の慣習に従って経過飛行時間か 

ら航続可能時間を推定したと述べている。そして、伊勢神宮の写真撮影を１３時５５分ご 

ろに終了した後、これまでの飛行時間を約４時間とし、八尾までの所要推定時間を約３５ 

分～４０分と推算し、八尾空港までの飛行が可能と判断したと述べている。

そして、実際に、機長は、出発前の飛行計画書において燃料満載で５時間の飛行が可能と 

推算していた。航続可能時間は、エンジン回転数、飛行高度、ミクスチヤ調節等の要因に



より大きく異なるものであるが、同機のそれは２．９．５に述べてあるとおりであって、前述 

の機長の判断は適当でなかったものと推定される。

３．１．５　燃量計システムの機能試験の結果、右燃量計システムには誤差があったが、この誤 

差は、途中の指示が実際の燃料の量に対し低目を指示する誤差であるので、本事故に直接 

関連なかったものと推定される。

３．１．６　同社の使用事業にも準用している不定期運送事業用運航規程によれば、目的地まで 

の飛行時間に対し４５分問の燃料を余分に携行しなければならないと規定されている。

機長は、４時間３０分の飛行時間に対し５時間分の燃料搭載を飛行計画書に記載していた。

３．１．７　機長及び同乗者の口述によれば、エンジンが不調になる以前に左右燃量計はいずれ  

もほぼ”Ｅ”（ゼロ）位置を指示していたこと、同機の１時間当たりの燃料消費量は計算 

上異常がなかったこと及び同機の燃料系統に不具合はなく、不時着後の残燃料が０．５ガロ 

ンであったこと等から、飛行途中にエンジンが不調となり、着陸寸前に不作動となったの 

は、燃料の枯渇によるものと認められる。

３．１．８　機長は、不時着場所として乗客の協力を得てゴルフ場を選定し、不時着場所の通報 

及び乗客に対する必要な指示を行い、フラップを下げ、プライマーを使用してエンジンの 

不作動を防ぎながら、適切な不時着体勢をとったものと認められる。

４　原因

４．１　解析の要約

(1)　同機には事故発生まで不具合はなかったものと推定される。

(2)　同機の1時間当たりの燃量消費量には、異常はなかった。

(3)　機長は、燃量計を見てはいたが、通常の慣習に従って経過飛行時間から航続可能時間を 

推算した。

(4)　機長は、同機の燃料満載時における航続可能時間を正確に認識していなかった。

(5)　飛行途中でエンジンが不作動となったのは、燃料の枯渇によるものと認められる。

４．２　推定原因

本事故の推定原因は、機長が航続可能時間を誤判断したため燃料が枯渇し、エンジンが不作 

動になったことによるものと認められる。



付
図


